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静岡労働局職員の新型コロナウイルス感染症への感染について 

 

令和４年８月２日（火）から８月８日（月）において、静岡労働局職員 12 名が、

新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。 

 

（当該 12 名の所属と感染確認日ごとの内訳） 

８月２日（火）３名、（総務部１名、静岡所１名、富士所１名） 

８月３日（水）４名、（総務部２名、安定部１名、静岡所１名） 

８月４日（木）２名、（沼津署１名、浜松所（アクトタワー庁舎）１名） 

８月５日（金）１名、（労働基準部１名） 

８月７日（日）１名、（磐田所附属施設１名） 

８月８日（月）１名、（沼津所１名） 

 

当該 12 名の業務における労働局、労働基準監督署及びハローワークでの外部関係

者との濃厚接触については、ありません。 

なお、健康に不安のある方につきましては、念のためかかりつけ医又は最寄りの

受診・相談センター等までご連絡ください。 
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